
 

 　３／１（金）の発表      　【道庁プレスリリース】

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報道発表資料の配付日時　　３月　１日（金）１５時００分 

 発 表 項 目 　                            

    令和５年度随時監査結果報告書（工事）の公表について

（ 行 事 名 ）

 記者レクチャー (実施日時)   発 表 者

  　ありません

 の お 知 ら せ   発表場所

   ○随時監査結果の報告

 概 要 　　地方自治法第１９９条第９項の規定に基づき、３月１日、道議会議長、 

   知事に報告書を提出しました。

 
 ○配付資料

  ・令和５年度（2023年度）随時監査結果報告書（工事） 

 
 ※報告書は当局のホームページからご覧になれます。

 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kj/skk/71785.html

 参 考 ・随時監査は、毎年度少なくとも一回以上期日を定めて実施する定期監査と

  は別に、必要があると認められるときに実施できる地方自治法第１９９条

 第１項の規定に基づく監査です。 
 

・工事に関する随時監査については、工事完成後に不可視となる施工部分の

確認や工事施工中の安全対策などに着目して、速やかな是正及び改善を求

 めることを目的に実施しています。
 

・令和５年度は、令和５年９月から１２月までの間に、１５部局を対象とし

 て実施しました。
 

・監査の結果、予定価格の積算に誤りがあり契約金額が割高となっていたも

のなど、指摘事項１件、指導事項２件がありました。

 報 道 ( 取 材 ) 　質問等がございましたら、下記にご連絡いただくか、事務局までお越しく

 に 当 た っ て ださい。（道庁別館11階） 

 の お 願 い

 他 の ク ラ ブ  同 時 配 付 (場所)

 と の 関 係  同 時 レ ク

 担 当 　監査委員事務局技術監査課（担当者：佐藤） 

 （ 連 絡 先 ）     ＴＥＬ　ダイヤルイン　０１１－２０４－５６４０ 

            代表　　     ０１１－２３１－４１１１    

                                   内線 ３２－３７４
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第１　監査の概要 

１　監査の目的 

工事に関する随時監査については、工事完成後に不可視となる施工部分の確認や工事施

工中の安全対策などに着眼して、速やかな是正及び改善を求めることを目的に、北海道監

査委員監査基準に準拠し監査を実施した。 

 

２　監査の実施部局及び実施期間 

別表のとおり、15部局について令和５年９月から12月までの間に実地監査を実施した。 

 

３　監査の実施方法 

監査は、令和５年度に道が発注した施工中の工事について、合規性のほか、経済性、効

率性及び有効性の視点から検証するため、技術的な見地で計画、設計、積算、施工及び事

務処理の各項目に重点を置き、設計図書やその他の関係書類の内容及び工事の施工状況を

確認するとともに、関係職員に対する聴取により実施した。 

 

第２　監査の結果 

１　監査結果の区分 

監査の結果については、部局別に是正又は改善を求めることとした事項を次により指摘

事項、指導事項及び検討事項に区分した。 

 
《指摘事項》 

(1)  法令、条例、規則又は通達に違反しているもの 

(2)  施工不良や出来高不足などにより機能が発揮されていないもの 

(3)  予定価格の積算に誤りがあり、契約金額が正当な積算金額を上回っているもの 

(4) （3)に該当するものを除き予定価格の積算に誤りがあるもの　　　　　　　　　　

　　（5） 計画、設計、施工において、経済性、効率性、有効性の見地から改善を要するもの 

 
《指導事項》 

指摘事項の区分に該当するもののうち軽易と認められるもの 

 
《検討事項》 

改善を求める事項の発生が制度に起因していると認められるものなどで、その改善に

　　　ついて検討を要するもの 

 

２　指摘事項等の項目別件数 

（単位：件）  

  １ 合規性の視点  ２ 経済性、効率性、有効性の視点

項　  目 指摘事項 指導事項 検討事項 小 計 指摘事項 指導事項 検討事項 小 計 合　計

積算 1 2 3 3

合　計 1 2 3       3
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３　項目別の監査結果 

　　(1) 合規性の視点から是正又は改善を求めたもの 

ア　積算 

《指摘事項》 

(ｱ)　海岸工事において、護岸工の積算に当たり、土砂運搬などの数量を誤ったため、

設計金額が４３５万６，０００円過大となっており、契約金額が２４２万円割高

 となっているものがあった。

 （宗谷総合振興局）

 

      《指導事項》 

(ｱ)　砂防工事において、仮設工の積算に当たり、排水ポンプの設置日数を誤ったた

 め、設計金額が９５万７，０００円過少となっているものがあった。 

 （渡島総合振興局）

 

(ｲ)　道路工事において、覆道補修に伴う現場塗装工の防寒養生の積算に当たり、積

算基準等が適用できない場合には、見積書等により新たに歩掛りを策定する必要

があるが、誤ってコンクリート工の防寒養生歩掛りを適用したため、設計金額が

 ４９５万円過大となっているものがあった。

 （胆振総合振興局）
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 （別　表）

監 査 実 施 部 局 及 び 監 査 実 施 時 期 

 監査実施部局名 監 査 実 施 年 月 日

  後志総合振興局 令和５年（2023年）　９月　５日 ～ 令和５年（2023年）　９月　８日

  十勝総合振興局 令和５年（2023年）　９月１９日 ～ 令和５年（2023年）　９月２２日

  釧路総合振興局 令和５年（2023年）　９月２６日 ～ 令和５年（2023年）　９月２９日

  根室振興局 令和５年（2023年）　９月２６日 ～ 令和５年（2023年）　９月２７日

  オホーツク総合振興局 令和５年（2023年）１０月１０日 ～ 令和５年（2023年）１０月１３日

  上川総合振興局 令和５年（2023年）１０月１７日 ～ 令和５年（2023年）１０月２０日

  空知総合振興局 令和５年（2023年）１０月３０日 ～ 令和５年（2023年）１１月　２日

  石狩振興局 令和５年（2023年）１０月３０日 ～ 令和５年（2023年）１０月３１日

  留萌振興局 令和５年（2023年）１１月　７日 ～ 令和５年（2023年）１１月１０日

  宗谷総合振興局 令和５年（2023年）１１月　７日 ～ 令和５年（2023年）１１月１０日

  渡島総合振興局 令和５年（2023年）１１月１４日 ～ 令和５年（2023年）１１月１７日 

  檜山振興局 令和５年（2023年）１１月１４日 ～ 令和５年（2023年）１１月１５日 

  建設部（建築局） 令和５年（2023年）１１月２０日 ～ 令和５年（2023年）１１月２２日 

  胆振総合振興局 令和５年（2023年）１２月　５日 ～ 令和５年（2023年）１２月　８日

  日高振興局 令和５年（2023年）１２月　５日 ～ 令和５年（2023年）１２月　６日

 計１５部局

  


